
座間市告示第３５号 

 

座間市住宅リフォーム補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和８年３月２４日 

 

座間市長 佐 藤 弥 斗 

 

座間市住宅リフォーム補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市民が個人住宅の小規模改修工事を市内施工業者により実施した場合にお

いて、その経費の一部を補助することにより、市民の消費を促し、地域経済の活性化及び居住

環境の向上を図るため、予算の範囲内において、座間市住宅リフォーム補助金（以下「補助金

」という。）を交付することについて、座間市補助金等の交付に関する規則（平成６年座間市

規則第６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 住宅 自らが所有する家屋で、現に居住の用に供し、かつ、市内に存するものをいう。た

だし、マンション等の共同住宅の場合は専有部分のみとし、併用住宅の場合は住宅部分のみ

をいう。 

 ⑵ 施工業者 市内に本社又は本店所在地を有する法人若しくは個人事業者をいう。 

 ⑶ リフォーム 住宅の機能の維持及び向上のために行う補修並びに設備改善等別表に掲げる 

工事で、工事金額（併用住宅については、住宅と住宅以外の部分の工事内訳を分け、共用部

分は比率で工事金額を按分した場合における住宅部分の工事金額とする。）が１０万円以上

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）のものをいう。 

 （補助対象事業及び補助交付対象者） 

第３条 補助の対象となる事業は、施工業者が住宅のリフォームを行う事業とする。 

２ 前項の場合において、当該年度に申請できる事業数は、１の施工業者ごとに５件を超えては

ならない。 

３ 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 申請日において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による市の住民基本台帳に 

記録されている者で、住宅に居住している所有者 

  ⑵ 市税の滞納がない者 

⑶ 過去にこの要綱又は座間市子育て世帯等住宅リフォーム補助金交付要綱（令和５年座間市



告示第１３３号）による補助金の交付を受けていない者 

 （補助交付対象者等の責務） 

第４条 補助交付対象者及び住宅のリフォームを行う施工業者は、建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）等の関係法令で必要な許認可の手続を行うものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、住宅１棟（共同住宅にあっては１戸）につき５万円とする。 

 （交付の要望） 

第６条 規則第５条第１項ただし書の規定により、補助金交付要望書の提出を省略するものとす

る。 

（補助対象者の候補者の決定） 

第７条 市長は、補助を受けようとする者（以下「申請者」という。）を募集し、抽選により補

助対象の候補者を決定するものとする。 

２ 前項の規定による募集の期間は、別に定める。 

３ 市長は、前項の規定による募集期間終了後、速やかに補助対象の候補者を決定し、その旨を

当該候補者に通知するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による募集期間終了後、補助額が予算に達しなかった場合は、再度募

集期間を定めることができる。 

（交付申請） 

第８条 申請者は、リフォーム着手前に座間市住宅リフォーム補助金交付申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、住宅の所有者であることが確認できる書類を提示し

なければならない。 

⑴ 住宅のリフォームに係る見積書の写し 

⑵ 施工前の住宅の写真及びリフォーム部分の写真 

⑶ 他の助成制度等を受けようとする場合は、その制度等の申請書又は決定通知書の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及び条件を座間

市住宅リフォーム補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（計画変更又は中止） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該決定を受け

た後において、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、座間市住宅リフォーム補助

金交付変更（中止）申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、座間市住宅リフ



ォーム補助金交付変更（中止）決定通知書（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告書） 

第１１条 規則第１８条第３項の規定により、補助事業等実績報告書等の提出を省略するものと

する。 

（交付請求及び補助金の交付） 

第１２条 補助金の交付の請求をしようとする者は、座間市住宅リフォーム補助金交付請求書（

第５号様式）に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 領収書の写しその他これに類するもの 

⑵ 住宅リフォームを行った部分の施工後の写真 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付は、申請者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によるものとす

る。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１３条 補助金の交付決定者又は交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により補助

金の交付決定又は補助金の交付を受けたときは、市長は、補助金の交付決定の全部若しくは一

部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

（実施細目） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

ＮＯ 工事 

１ 浴室、キッチン、洗面室及びトイレのリフォーム 

２ 給排水衛生設備工事（ただし、リフォーム対象工事による撤去、移設、取替又は新設に関

するものは対象とする。） 

３ 換気設備工事 

４ 電気設備工事 

５ ガス設備工事 

６ オール電化住宅工事 

７ 屋根の葺き替え、塗装及び防水工事 

８ 外壁の張替又は塗装工事（ただし、軒天井、破風板及び鼻隠しについては対象とする。） 

９ 部屋の間仕切りの変更工事 

１０ 床、壁、窓、天井及び屋根の断熱改修工事 

１１ 床材、内壁材及び天井材の張替並びに塗装等の内装工（ただし、床はフローリング、カー

ペット等、床暖房工事又は内装工事と併せて行うカーテン・ブラインドの設置は対象とす

る。） 

１２ ふすま紙、障子紙の張替又は畳の取替（表替え及び裏返しも含む。） 

１３ 雨どい等取替又は修理 

１４ 建具、開口部の取替又は新設工事（ただし、手動及び電動シャッターは対象とする。） 

１５ 造り付け収納家具（造作大工工事が伴うもの） 

１６ ＬＥＤ照明に関する節電工事 

１７ バリアフリー改修工事（手すりの設置、段差解消等） 

１８ スマートハウス関連設備工事 

１９ 防音工事（天井、壁、サッシの改修等） 

２０ 門扉、塀（フェンス等）又はブロック塀の改修 

 

 

 


